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１ . 自 然 法 思 想 に 立 ち 、 社 会 や 国 家 は そ の メ ン バ ー が 互 い の 自 然 権 を 認 め 合 1

う た め の 契 約 に よ っ て 成 立 す る と 主 張 す る 政 治 学 説 。

２ . 生 存 権 や 基 本 的 人 権 な ど 、 人 間 が 生 ま れ な が ら に し て 有 し て い る と 考 え 2

ら れ る 権 利 （ 自 然 権 ） を 保 障 す る 法 思 想 で 、 近 現 代 で は 実 際 に 行 わ れ て い る

法 律 の 上 位 に あ る と さ れ 、 非 宗 教 的 で 合 理 的 な 根 本 原 理 と 考 え ら れ た も の 。

３ . P E R S O N 1 6・ 1 7世 紀 、 オ ラ ン ダ の 法 学 者 。 自 然 法 思 想 を 国 際 関 係 に 適 用 3

し て 国 際 法 を 説 い た 「 近 代 自 然 法 の 父 」 で 「 国 際 法 の 父 。、 」

４ . P E R S O N 王 政 復 古 時 代 1 6 6 0 に 活 躍 し た イ ギ リ ス の 政 治 学 者 。 社 会 契 4（ 年 代 ）

約 説 の 立 場 で 王 権 神 授 説 を 否 定 し た が 、 国 王 主 権 を 唱 え 絶 対 主 義 を 弁 護 。

５ . B O O K 1 7世 紀 後 半 に 活 躍 し た イ ギ リ ス の 政 治 学 者 ホ ッ ブ ズ の 主 著 。 5

６ . W O R D ホ ッ ブ ズ は 性 悪 説 の 考 え か ら 「 自 然 状 態 は 自 然 権 が 利 己 的 に 行 6、

使 さ れ る の で 対 立 状 態 」 と し た 。 こ の 状 態 を 表 し た 彼 の 有 名 な 言 葉 。

７ . P E R S O N 名 誉 革 命 （ 1 6 8 8～ 8 9年 ） を 理 論 的 に 正 当 化 し た イ ギ リ ス の 政 治 7

学 者 。 社 会 契 約 説 の 立 場 で 絶 対 主 義 を 否 定 し 、 国 民 主 権 を 唱 え た 。

８ . 1 7世 紀 末 か ら 1 8世 紀 に 活 躍 し た イ ギ リ ス の 政 治 学 者 ロ ッ ク の 主 著 。 8

９ . ロ ッ ク は 性 善 説 の 考 え か ら 「 自 然 状 態 は 自 然 権 が 理 性 的 に 行 使 さ れ る 9、

の で 秩 序 あ る 平 和 な 状 態 」 と し て 、 国 家 が 国 民 の 信 託 に 反 し て 圧 制 を 行 っ

た ら 国 民 は 国 家 を 打 倒 で き る と 主 張 し た 。 こ の よ う な 権 利 。

10 . P E R S O N 1 8世 紀 、 フ ラ ン ス の 啓 蒙 思 想 家 。 ス イ ス の 10（ 作 家 と し て は ロ マ ン 主 義 の 先 駆 者 ）

ジ ュ ネ ー ヴ に 生 ま れ た 孤 児 で 、 放 浪 生 活 の 後 は フ ラ ン ス で 活 躍 。 デ ビ ュ ー

作 は 『 人 間 不 平 等 起 源 論 』 で 、 文 明 社 会 や 私 有 財 産 制 を 批 判 。

1 1 . B O O K イ ギ リ ス の 政 治 学 者 ロ ッ ク の 社 会 契 約 説 よ り も 平 等 を 強 調 し た 、 11

仏 啓 蒙 思 想 家 ル ソ ー の 主 著 。

12 . W O R D ル ソ ー が 「 自 然 状 態 は 自 由 で 平 等 」 で あ っ た の に 文 明 や 私 有 財 産 12

制 に よ っ て そ れ が 失 わ れ た と し て 、 自 然 状 態 に 戻 る こ と を 主 張 し た 彼 の 有

名 な 言 葉 。

13 . ル ソ ー の 説 く 、 平 等 な 国 民 と し て の 人 民 が 公 共 の 利 益 を め ざ す 意 志 。 各 13

人 が 自 分 の 利 益 を め ざ す 特 殊 意 志 の 総 和 ＝ 全 体 意 志 と 異 な り 、 法 律 や 正 義

の 規 準 と な る 。 よ っ て 直 接 民 主 制 ・ 全 会 一 致 を 重 視 。

1 4 . ル ソ ー の 説 く 道 徳 論 の 中 心 思 想 。 一 般 意 志 は 、 人 民 が 自 ら に 課 し た 規 準 14

な の で 、 そ れ に 従 う こ と が 真 の 自 由 で あ る と し た 。 カ ン ト へ の 影 響 大 。

15 . B O O K ル ソ ー が 自 然 主 義 教 育 論 を 説 い た 主 著 。 15

1 6 . P E R S O N 1 8世 紀 、 フ ラ ン ス の 啓 蒙 思 想 家 。 迷 信 や カ ト リ ッ ク 教 会 の 非 寛 16

容 ・ 偽 善 を 攻 撃 『 哲 学 書 簡 （ イ ギ リ ス 便 り 』 に よ り 、 市 民 革 命 後 の イ ギ。 ）

リ ス 社 会 の 紹 介 を 通 じ て 、 自 国 フ ラ ン ス の 後 進 性 を 批 判 。

17 . P E R S O N 1 8世 紀 、 フ ラ ン ス の 啓 蒙 思 想 家 ・ 法 学 者 。 高 等 法 院 長 退 職 後 、 17

ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 の 法 制 度 を 研 究 『 法 の 精 神 』 に よ り 、 ロ ッ ク の 三 権 分 立。

の 考 え 方 を 完 成 さ せ た 。

T. Q .「 ホ ッ ブ ズ → ロ ッ ク → ル ソ ー そ れ ぞ れ の 社 会 契 約 説 と は ？ 」

T. A .

ホ ッ ブ ズ は 自 然 状 態 を 性 悪 説 的 に と ら え 、 ロ ッ ク と ル ソ ー は 性 善 説 的 に と ら え た 。 ホ ッ ブ ズ

は 王 権 神 授 説 は 否 定 し た も の の 、 国 家 主 権 を 主 張 し た の に 対 し 、 ロ ッ ク は 国 民 主 権 を 主 張 し

た 。 ル ソ ー は そ れ を さ ら に 進 め て 、 各 個 人 の 特 殊 意 志 の 合 計 で あ る 全 体 意 志 で は な く 、 一 般

意 志 を 中 心 と す る 社 会 を 目 指 し た 。


